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事 　 業 　 報 　 告 　 書

自　令和　３年　４月　１日

至　令和　４年　３月３１日

特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

第　１６　期

東京都品川区上大崎三丁目３番１号



資    産    の    部 負    債    の    部

科             目 金        額 科             目 金        額

（単位：円）

令和 4年 3月31日現在特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

貸　借　対　照　表

流 動 資 産 2,316,039【 】【 】

現 金 及 び 預 金 2,166,039

仮 払 金 150,000

固 定 資 産 1【 】【 】

有 形 固 定 資 産 1（ ）（ ）

什 器 ･ 備 品 312,768

減 価 償 却 累 計 額 △312,767

資 産 の 部 計 2,316,040

流 動 負 債 20,651,948【 】【 】

短 期 借 入 金 20,448,016

未 払 金 202,911

預 り 金 1,021

負 債 の 部 計 20,651,948

正 味 財 産 の 部

正 味 財 産 △18,335,908【 】【 】

正 味 財 産 △18,335,908［ ］［ ］

正 味 財 産 △18,335,908（ ）（ ）

正 味 財 産 △18,335,908

正 味 財 産 の 部 計 △18,335,908

負債･正味財産の部計 2,316,040



特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

活　動　計　算　書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

科 目 金 額

売 上 高【 】

会 費 収 入 2,490,000

事 業 収 入 1,856,912 4,346,912

売 上 原 価【 】

事 業 支 出 2,510,070

　合　　　　　計　 2,510,070 2,510,070

売 上 総 利 益 1,836,842

販売費及び一般管理費 1,839,479【 】

営 業 利 益 △2,637

営 業 外 収 益【 】

受 取 利 息 3 3

経 常 利 益 △2,634

税引前当期純利益 △2,634

法人税･住民税･事業税 70,000

当 期 純 利 益 △72,634



特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

販売費・一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

（単位：円）

科 目 金 額

水 道 光 熱 費 7,553

消 耗 品 費 605,097

賃 借 料 526,680

租 税 公 課 200

接 待 交 際 費 6,740

旅 費 交 通 費 211,495

通 信 費 194,257

支 払 手 数 料 85,457

会 議 費 31,618

諸 会 費 19,548

図 書 教 育 費 150,834

　合　　　　　計　 1,839,479



(単位：円)
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 △18,263,274
当期変動額 当期純利益 △72,634
当期末残高 △18,335,908

その他利益剰余金合計
当期首残高 △18,263,274
当期変動額合計 △72,634
当期末残高 △18,335,908

利益剰余金合計
当期首残高 △18,263,274
当期変動額合計 △72,634
当期末残高 △18,335,908

株主資本合計
当期首残高 △18,263,274
当期変動額合計 △72,634
当期末残高 △18,335,908

純資産合計
当期首残高 △18,263,274
当期変動額合計 △72,634
当期末残高 △18,335,908



特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

個　別　注　記　表

 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

   資産の評価基準及び評価方法

     たな卸資産の評価基準及び評価方法

       商品・貯蔵品･･････････････総平均法による原価法

       貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

   固定資産の減価償却の方法

     有形固定資産(リース資産除く)･･････建物は定額法、建物以外は定率法

     無形固定資産(リース資産除く)･･････定額法

     リース資産･･････リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

   その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

     消費税等の会計処理

       税込方式で計上している。


